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▶財政（投資的経費）の状況
　町の歳出は、平成18年度以降は概ね150億円前後で推移し、平成27年度は新庁舎建設事業等から増加しています。それに対し

て、直近の扶助費は、平成18年度の2倍以上に増加しています。
　公共施設等への投資的経費※について見ると、直近5年間の平均は全体で18.6億円、公共施設で9.9億円、インフラで8.7億円と

なっています。

※投資的経費とは、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費から構
　成されています。

▶公共施設の整備状況
　公共施設の施設分類別面積の割合は、公営住宅が30.9％と最も多く、学校教育系施設25.6％、町民文化系施設10.7％と続き、

公営住宅と学校教育系施設で56.5％と半数以上を占めています。
　耐用年数の半分以上を超過している施設は約71.5％と半数以上あり、10年後には、約92.7％まで上昇することが見込まれま

す。

延床面積（㎡） 延床面積（㎡）

延床面積

210,015.3㎡

歳出の推移 公共施設等に係る投資的経費の推移

公共施設の建物延床面積の内訳 構造別の耐用年数を半分以上超えている施設の延床面積の割合

幕別町公共施設等総合管理計画を策定

１ 計画の目的と位置づけ
▶計画策定の背景と目的
　町は、人口増加や町民ニーズ等に応じて、公共施設やインフラ施設（以下、「公共施設等」）を整備してきましたが、昭和50年代

以降に整備したものが多く、老朽化が進行していることから、近い将来、大規模な改修や更新が必要な時期を迎え、多額の維
持更新費を要することが見込まれます。一方、人口は今後、減少すると予測され、年齢区分別で見ると年少人口と生産年齢人
口が減少する一方で、老年人口の増加が見込まれます。

　このような人口構成の変化に伴い、高齢化による扶助費※の増加や町税収入の減少など財政状況は一層厳しさを増すことが
予想され、これまでと同様の水準で公共施設等への投資を継続していくことは困難になると考えられますことから、公共施
設等の維持管理にあたっては、財政状況を勘案するとともに、人口減少・少子高齢化など時代の変化に対応した施設のあり
方や効率的・効果的な活用方法、公共施設等の適正な配置を進めていくことが重要となってきます。

　本計画は、町が保有する公共施設等の全体像を明らかにし、中長期的な視点から計画的に公共施設の総量や配置の最適化を
図り、町民に持続可能な行政サービスを提供していくために、公共施設等の基本的な取組方針を示すことを目的として策定
したものです。

▶計画期間
　公共施設等の計画的な管理を推進するためには、建設時期や公共施設等の寿命を考慮し、中長期的な視点での検討が必要で、

平成28年度から平成67年度までの40年間を対象期間とし、町を取り巻く社会経済情勢の変化をはじめ、国等の計画や制度改
正等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。

▶対象施設
　対象とする施設は、町が保有する公共施設（原則50㎡以上）とインフラ施設とし、その分類は以下のとおりです。

公 共 施 設
①町民文化系施設、②社会教育系施設、③スポーツ・レクリエーション系施設、
④産業系施設、⑤学校教育系施設、⑥子育て支援施設、⑦保健・福祉施設、⑧医療施設、
⑨行政系施設、⑩公営住宅等、⑪公園（建築物のみ）、⑫その他

イ ン フ ラ 施 設 ①道路、②橋りょう、③上水道、④下水道、⑤公園

２ 公共施設等を取り巻く現状
▶人口の状況と見通し
　町の人口は、昭和50年頃から増加傾向にありましたが、町人口ビジョンの推計では、平成27年の27,596人をピークに減少に

転じ、平成67年には20,330人（平成27年比で73.7％）になると予測しています。

平成29年３月に、町公共施設等総合管理計画を策定しましたので、計画の概要についてお知らせします。
全文は町ホームページに掲載しています。　

※扶助費とは、社会保障制度の一環として、生活保護や児童福祉法、老人福祉法など国の法律に基づいて支出するものと、地方自治体が住民福祉の増進を図るため、
　独自の施策において支出するもので、現金・物品を問わず被扶助者に対して支給される福祉施策の根幹を成す経費を言います。

http://www.town.makubetsu.lg.jp/
トップページ＞町政情報＞各種まちづくり計画＞公共施設等総合管理計画



３ 今後の取り組み

①施設規模の最適化
　公共施設を現状規模のまま維持していく

ことは困難な状況が予測されることから、
施設規模の適正化を着実に進めるととも
に、長寿命化、受益者負担による財源の確
保、民間との連携が重要となります。

②将来の人口動態、需要にあった施設整備
　今後は人口減少や少子高齢化が進行し、

地域によって人口動態、生活環境、公共施
設等に対する意向も異なることから、地
域の特性や施設へのアクセス性、移動サ
ポートに配慮した施設の再編・最適配置
の検討が重要となります。

③安全性・避難機能の確保
　公共施設の老朽化は着実に進行しており、

町民意向調査では防災・避難施設の重要
性が再認識されていることから、継続的
に使用すべき施設で劣化が進行している
施設は、適切な対策を講じ安全性の確保・
快適性の向上を図る必要があります。

①点検・診断等の実施方針
　・定期的なパトロールや診断による劣化状況の把握
　・計画的な施設の維持管理
②維持管理・修繕・更新等の実施方針
　・省エネ化や維持管理費等の削減につながる仕様を推進
　・PFI事業など民間資金、ノウハウの活用・導入の検討
③安全確保の実施方針
　・危険性のある施設への速やかな安全確保措置など
④耐震化の実施方針
　・耐震改修促進法に基づく建築物の耐震化や公共施設等の適

切　な維持管理
⑤長寿命化の実施方針
　・予防的修繕による公共施設等のＬＣＣ※低減及び平準化
⑥統合や廃止の推進方針
　・施設の適正化及び行政サービス、利便性の向上につながる機

　能の集約化、複合化、施設の再配置
⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針
　・公共施設等の情報の一元管理
　・政策推進課が中心となり、各所管部署と協議・連携を図りなが

　ら、全庁体制で計画を推進

▶公共施設等を取り巻く課題 ▶実施方針

※ＬＣＣとは、ライフサイクルコストを略したもので、構造物などにかかる費用を調達・
　製造～使用～廃棄までの段階をトータルで考えたものです。
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▶数値目標の考え方
①20年間で公共施設の延べ床面積を10％縮減
　将来人口推計では、平成27年の27,596人に対して平成47年は24,227人と12.2%の人口減少が見込まれます。公共施設につい

ては、人口の推移にあわせて施設規模の適正化について検討します。具体的には、必要な機能を維持しつつ、利用の少ない施
設等の廃止、施設の複合化、民間や近隣市町村との連携により施設の総量を縮減し、当面20年間の縮減目標として、現在の延
べ床面積の10％縮減とします。

②20年間で更新費用を20％圧縮
　公共施設については、更新費用(24.8億円／年）と財源（9.9億円／年）の差を解消するため、大幅に更新費用を抑制する必要が

あります。その対策として、長寿命化を基本とし、計画的・効率的な改修による管理運営費用や更新費用の縮減に努め、当面
20年間の目標として更新費用を20％圧縮するとともに、受益者負担の適正化などにより財源の確保に努めます。

▶フォローアップの実施方針
　本計画は、今後の人口動態や財政状況、町を取り巻く環境の変化に柔軟に対応するため、PDCAサイクル※に基づき、定期的に

検証し、施策の進捗と公共施設等の状況を的確に把握し、適宜、計画の見直しを行います。

※計画推進のイメージ

上位計画（町総合計画、国インフラ長寿命化計画等）を
　　　　　　　　　　　　　反映した計画の策定

公共施設等について各長寿命化計画および
　　　　　　　　　　　　　維持管理計画の策定

本計画および各計画の見直し改善 各長寿命化計画および維持管理計画等の点検

各施設等所管課政策推進課

全　　庁全　　庁

・財政計画、推計の実施
・公共施設等総合管理計画の策定

・各計画の見直し、改善
・本計画との整合性の確認
・新たな計画策定

・各計画の点検の実施
　　　　　↓
・進捗確認のための連絡会議等の実施

・本計画の方針を確認し、各計画を策定
公共施設等
総合管理計画
（本計画）

Do
( 実行 )

Check
( 検証 )

Action
（改善）

Plan
( 計画 )

※PDCAサイクルとは、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の１つで、Plan（計画）→Do（実行）→Check（検証）→Action（改
善）の４段階を繰り返すことで業務を継続的に改善していくことです。

▶今後の更新費用の推計
　公共施設等全体の更新費用を試算したところ、平成28年度から平成67年度までの40年間の更新費用総額は3,561.3億円とな

り、年平均にすると年間89.0億円が必要になります。また、期間中、更新費用が最もピークとなるのは平成36年度で113.9億
円が必要になる結果となりました。

※公共施設は構造用途別に整理された耐用年数および建築費（「統一的な基準による地方公会計マニュアル」：H28.5 総務省）、
インフラは総務省が推奨する試算ソフトの標準設定（「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書」H23.3/財団
法人自治総合センター）をベースに試算しました。

　平成23年度から平成27年度までの更新費用に充てられ
た経費（18.6億円）を、将来確保できる財源（今後の更新費
用としてあてられる経費）と想定すると、今後40年間の
更新費用の年間経費は約89.0億円が必要になり、これは
将来確保できる財源の約4.8倍になります。

　公共施設だけで見ると、今後40年間の更新費用の年間経
費として約24.8億円が必要になり、これは将来確保でき
る財源の約2.5倍になります。同様にインフラ施設は今後
40年間の更新費用の年間経費として約64.2億円が必要に
なり、これは将来確保できる財源の約7.4倍になります。

調 査 対 象 18歳以上の町民
配 布 数 1,200票
回 収 結 果 515票（回収率42.9％）
調 査 期 間 平成28年９月５日～９月16日
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すみやかに公共施設を減ら
していく

段階的に公共施設の施設面
積や施設数を減らしていく

施設の運営や管理を民間に
任せる

施設の使用料を増やすなど、
使用する人に負担してもらう

特殊な料金等を徴収してで
も、現状の施設を維持する

その他
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地域コミュニティ活動やサークルなど
が行える施設（町民文化系施設）

68
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（票）

26.0％

図書の閲覧や貸し出しなどを行える施
設（社会教育系施設）

日常的な運動やレクリエーションが行
える施設（ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設）

小学校や中学校などの施設
（学校教育施設）

保育所や児童館など児童の健全な育成
を図る施設（子育て支援施設）

診療所や歯科などの医療に関する施設
（医療施設）

高齢者や障がい者等へ介護福祉サービ
スを提供する施設（保健・福祉施設）

行政に関する相談や申請、手続きなど
が行える施設（保健・福祉施設）

町営住宅などの公的賃貸住宅

その他
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59 22.5％

40.5％
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66 25.2％
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56 21.4％

36 13.7％

1（0.4％）

▶町民意向調査結果

※公共施設等の問題に対する対応 ※施設規模見直しの際にまず残すべき施設の用途（複数回答可）

過去の更新費用と今後40年間の更新費用（平均）

更新費用の推移


